
寒河江市成年後見人等報酬助成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者（知的障害者福

祉法（昭和３５年法律第３７号）に規定する知的障害者をいう。以下同じ。）又

は精神障害者（精神保健及び精神障害福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第５条に規定する精神障害者をいう。以下同じ。）が、民法（明治２９

年法律第８９号）第７条に規定する後見開始の審判、同法第１１条に規定する

保佐開始の審判又は同法第１５条第１項に規定する補助開始の審判を受け支

払うことになる、同法第８条に規定する成年後見人、同法第１２条に規定する

保佐人又は同法第１６条に規定する補助人（以下「後見人等」という。）に係る

報酬の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （費用の助成） 

第２条 市長は、申立人が審判請求を行い、申立ての対象者（以下「対象者」と

いう。）に後見人等が付された場合において、対象者が本市の区域内に住所を有

し（市が法令等の規定により援護を行い他市町村に住所を有する場合を含

む。）、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者に対し、後見人等

が行う後見等の業務に要する経費の全部又は一部を助成するものとする。 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

⑵ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３０号）による支援給付を受けている者 

⑶ 別表で規定する要件に該当し、成年後見人等に対する報酬に関する支援を

受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者として市長が認め

る者 

２ 前項に規定する費用助成の条件の基準日は、後見人等が家庭裁判所に報酬付



与の申立てを行った日とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、４親等以内の親族が後見人等となっている場合に

は、後見人等が行う業務に要する経費については、助成の対象としない。 

（助成金額） 

第３条 前条第１項に基づく助成の金額は、後見人等の報酬額として家庭裁判所

が審判した金額と当該報酬算定の基礎となる期間の日数を３０で除して得た

値（小数点第３位の値は切り捨てる。）に被後見人等が在宅生活者の場合は月額

２８，０００円、施設入所者の場合は月額１８，０００円を乗じて得た額のい

ずれか少ない額を支払うものとする。 

（報酬助成の申請） 

第４条 前条の規定により後見人等の報酬の助成を受けようとする者は、家庭裁

判所が報酬付与審判を行った日の翌日から起算して６０日以内に、寒河江市成

年後見人等報酬助成事業報酬助成金交付申請書（様式第１号）、財産目録（様式

第２号）及び収支予定表（様式第３号）に必要書類を添付し市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 後見人等報酬の支給対象期間は、１年分を限度とする。 

（対象者が死亡した場合の助成対象者の特例） 

第５条 前条第１項の規定による申請を行う前に対象者が死亡した場合、又は報

酬付与審判が対象者の死亡後に行われた場合は、報酬付与審判により報酬を付

与するとされた成年後見人等を助成対象者とする。 

２ 前項の助成対象者に対して助成を行う場合は、対象者死亡時において対象者

が第２条第１項に定める要件を満たしていなければならない。 

 （報酬助成金の決定） 

第６条 市長は、第４条の規定による申請があったときは、内容を審査し、助成

に関する可否を決定し、申請した者に寒河江市成年後見人等報酬助成事業報酬



助成金（交付決定・申請却下）通知書（様式第４号）により通知するものとす

る。 

（報酬助成金の請求） 

第７条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、決定された助成金を寒河江

市成年後見人等報酬助成事業助成金請求書（様式第５号）により、速やかに市

長に請求するものとする。 

（報酬費用の返還） 

第８条 市長は、不正な手段により報酬費用の助成を受けた者があるときは、そ

の者から助成した報酬費用の返還を求めるものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による、改正前の寒河江市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平

成１９年４月１日制定）に基づき選任された後見人等に係る報酬の支給対象期

間については、平成２５年１２月３１日まで、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年１２月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第２条関係） 

以下の（１）から（４）の全ての要件を満たす者 

（１）市民税非課税世帯（世帯員全員が非課税）であること。 

（２）世帯の年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が一人増えるごとに

５０万円を加算した額以下であること。 

（３）世帯員の預貯金等の合計額が８０万円以下であること。 

（４）世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用しうる換金

可能な有価証券等の資産を所有していないこと。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

（表面）                         年  月  日 

 

寒河江市成年後見人等報酬助成事業報酬助成金交付申請書 

 

（あて先）寒河江市長 様 

 

 次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 また、助成金支給決定のため必要があるときは、対象者に係る市民税及び固定

資産税課税資料、介護保険要介護認定資料、障害程度区分判定認定資料、生活保

護受給関係書類を閲覧することに同意します。 

（
対
象
者
） 

申
請
者 

フリガナ  
後見等

の類型 

□後見人 

□保佐人 

□補助人 
氏 名   

住 所 

〒 

 

電話番号 
施設入所・医
療機関入院の
場合の居所、
施設名等 

〒 

 

電話番号 

（
後
見
人
等
） 

代
理
人 

フリガナ 
 

氏 名  

住 所 

〒 

 

電話番号 

職業等 
専門職（ 弁護士 ・ 司法書士 ・ 社会福祉士 ・ 行政書士 ） 

その他（             ） 

申請資格 

（該当する番号に○） 

１ 生活保護受給者 
２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立 

の支援に関する法律による支援給付受給者 
３ 別表に規定する要件に該当し、市長が認める者 

申請額 円 
報酬付与 

対象期間 

年   月   日 
～ 

年   月   日 

※後見人等が４親等以内の親族の場合は助成を受けられません。 



（裏面） 

【添付書類チェックリスト】 

（提出必須書類） 

□報酬付与審判書謄本の写し 

□報酬付与審判申立書の写し 

□資産等のわかる財産目録（様式第２号）、年間収支予定表（様式第３号） 

※後見人等が家庭裁判所へ定期報告時に提出する被後見人等の財産

目録、年間収支予定表の写し）で可 

※世帯員がいる場合は、世帯員全員の上記書類も提出 

（その他市長が認めるもの） 

□市民税非課税証明書（市が法令等の規定により援護を行い他市町村に

住所を有する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第４条関係） 

年  月  日作成 

財 産 目 録 

作成者    対象者          の後見人等              

１ 不動産（土地・建物） 

 所在地 地目・用途等 固定資産税評価額 管理状況等 

１     

２     

３     

４     

 

２ 預貯金 

 金融機関（支店）名 種類 口座番号 金 額 管理状況等 

１      

２      

３      

４      

５      

合 計     

 

３ 生命保険等（契約者が対象者のもの） 

 保険会社名 保険の種類・証券番号 保険金額 管理状況等 

１     

２     

 

４ 債務 

 種  類 金額（総額） 月々の返済額 管理状況等 

１     

２     

合 計    

 

５ 現金・その他 

 種類・特徴等 価 格 管理状況等 

１    

２    

３    

 
 
 
 



様式第３号（第４条関係） 
年  月  日作成 

 

収支予定表 

作成者    対象者          の後見人等              

 
１ 定期的な収入 

 月 額 年 額 備 考 

    

    

    

計    

２ 定期的な支出 

 ⑴ 日常的な支出 

    

    

    

    

計    

 ⑵ 税金・社会保険料 

    

    

    

    

計    

 ⑶ 債務返済 

    

    

    

    

計    

 ⑷ その他 

    

    

    

計    

 ⑸ 後見事務費 

    

    

    

計    

 

 月額 年額 備考 

収入の合計    

支出の合計    

差引合計    



様式第４号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

申請者（被後見人等） 

住 所 

氏 名         様 

  代理人（後見人等） 

住 所 

氏 名         様 

 

寒河江市長        ㊞  

 

寒河江市成年後見人等報酬助成事業報酬助成金（交付決定・申請却下）通知書 

 

        年  月  日に申請がありました助成金については、次のとおり交付

決定・申請却下しましたので通知します。 

 

１ 被後見人等 

  (1) 住所 

  (2) 氏名 

  (3) 生年月日（歳） 

  (4) 性別 

 

２ 助成金額 

           円 

 

３ 申請却下の理由 

 

審査請求及び取消訴訟 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、書面で寒河江市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日

から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、寒河江市を被告として（訴訟において寒河江市を代表する者は寒河江市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１

年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。）。ただし、前記の

審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  



様式第５号（第７条関係） 

 

寒河江市成年後見人等報酬助成事業助成金請求書 

 

年  月  日 

 

（あて先）寒河江市長   様 

  

 

申請者（被後見人等） 住 所 

氏 名          

連絡先 

代理人（後見人等）  住 所 

氏 名            

連絡先 

 

年  月  日付け  第   号で助成決定通知のあった助成金について、次の

とおり請求します。 

 

 

請求 

金額 

   千   円 

 

（振込先） 

金融機関名  

本・支店名  

預金種別 普通 ・ 当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義  

      ※振込先確認のため、通帳表紙裏面の写しを添付してください。 

       

 

 


